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FIAFの＝つの課題：「デジタル」と「倫理」
岡島尚志
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　国際フィルム・アーカイヴ連盟（FIAF）の第54

回年次会議は、チェコ国立フィルム・アーカイ

ヴ（Narodni　Filmovy　Archiv）をホストに、4月20

日から26日までプラハで開催された。チェコは

これまですでに、第14回プラハ会議（1958年）、

第36回カルロヴィ・ヴァリ会議（1980年）を経験

しているが、今回は、チェコ映画製作百周年、

FIAF創立60周年、チェコ国立フィルム・アーカ

イヴ創立55周年という三つの慶事を記念して、

異例の3回目招致となった。

　総会では、旧年度決算報告、新年度予算

案審議、各委員会報告、継続・新規プロジェ

クトの説明等定例議事の他に以下の動きがあ

った。

1，香港電影資料館、フランス陸軍映画写真

　資料館及びノルウェイ国立図書館音響映

　像資料館（モ・イ・ラナ）の3準会員機関が

　正会員に昇格した。

2，レイモン・ボルドが長年にわたる功績を認

　められて名誉会員に選出された。

3，FIAF内規の一部改正原案は、賛成少数の

　ため否決された。

4，FIAF倫理規定案が正式に承認された。

5，FIAF目録規則スペイン語版翻訳の完成が

　報告された。

　以下は、二つのシンポジウム・テーマ

「アーカイヴ資料のデジタル化Digitalisation　of

Archive　Materials」と「フィルム・アーカイヴと他

の文化機関に共通するテーマとしての芸術復

元という仕事：様々な芸術形式における復元

の倫理問題Restoration　Works　of　Art　as　a

Common　Theme　between　Film　Archives　and

Other　Cultural　lnstitutions－Ethical　Problems

of　Restoration　of　Different　Art　Forms」を

中心にしたレポートである（文中敬称略）。

　なお、今後、”FIAF　Congress”の訳語は

「FIAF総会」から「FIAF会議」に、また”General

Assembly”の訳語は「ジェネラル・アセンブリ

ー」から「総会」へ、それぞれ変更し、また統一

使用していくことにする。　　　　　　　（HO）

「保存の国」としてのチェコ

　ミシェール・オベール会長がプラハを「東西

南北の映両文化の交差点」と呼んだように、総

じてチェコという国は文化に関する意識が高

く、映画保存についても明らかに「優等生」で

ある。自国映両遺産の残存率が90％を越え

ていると胸を張る国立フィルム・アーカイヴの

ヴラディミール・オペラ館長は、「残念ながら、

昔、フランスの撮影所で火災があって、そこ

で何本かのチェコ映画が焼失してしまった」と

付け加えるのを忘れない。そこには、「チェコ

人ならそうはならなかった」といった言外の誇り

が感じられる。実際、彼らは、一般論としては

異論のないはずの「現旧社会一ヒ義体制1このス

テート・アーカイヴではフィルムの残存率が高

い」といった言説にも（おそらく1日ソ連への嫌悪

感と混じりあって）強く抵抗するほどだ。歴史的

建造物のある古い街並がそのままユネスコの

世界遺産リストに挙げられているプラハのよう

な場所にあって、「自分たちは政治に関係なく

自国遺産を守り続けてきたのだ」という彼らの

意見には．卜分な説得力がある。

　今回のシンポジウムは、世界の映画保存運

動が直面する二つの主要な課題　　「デジ

タル」と「倫理」　　を正面から採りヒげた点

で評価できるし、また、博物館、美術館の仕

事とフィルム・アーカイヴのそれとを比較し、も

って（結論的には）後者の社会的認知を高めよ

うとした意図は歓迎できるが、その内容につい

ては、正直なところ例年に比べかなり低調で

あったとの印象は否めない。｝三な原因は、（1）

チェコの講演者が多く、国内的な問題に関す

る議論が多すぎたこと、②デジタル分野に関

する基礎的な理解や技術的レベルの差が国

によって大きすぎること、である。全体として

は、1995年のロサンゼルス会議におけるデジ

タル論議や他の機会に幾度となく話題にされ

た倫理をめぐる議論を大きく越えるような刺激

的なものとはならなかった。そうしたなかで、

例外的に興味深いものをとりあげてみよう。

デジタルに何ができ、何ができないか

　合衆国国立公文書館（以ド、NARA。正

確にはNational　Archives　and　Records

Administratiol1の叩のMotion　PicUlre、

Sound　and　Video　Bral〕ch）のウィリアム・

T・マーフィー（視聴覚アーカイヴ専門官）は、

その講演「ネットワーク環境におけるアメリカの

フィルム・アーカイヴへのアクセスAccess　to

American　Film　Archives　in　a　Net・

worked　Envirom〕〕ellt」で、アメリカの映画

資料館が、そのさまざまな所蔵コレクションの

管理・公開にどのような形でデジタル技術を

利用しつつあるかを紹介した。彼はまず最初

に次のように語る（以下、数字等を一・部補った

要約）。

　「扱うのがフィルムであれ文書であれ

アーカイヴズ（資料館あるいは公文書館）

というのは元来保守的なものだが、にもか

かわらず、研究者がデスクトップ・コンピュ

ー タヒでの仕事に慣れてしまった今Hで

は、むしろそれに対応する情報環境を整

備することはアメリカのアーカイヴの存立

基盤に関わる問題となっている。保存と

アクセスは二つの乖離不能な柱石ともい

うべきアーカイヴの仕事であり、これにど

う新しいテクノロジーを組み入れていくか

が問題である。ただし、デスクトップヒで

の気軽なアクセスやビデオテーブで映画

を見ることに慣れたユーザーが期待する

ほどには、アーカイヴへのアクセスは今の

開会挨拶をするV・オペラ（チェコ国、‘τフィルム・アーカイヴ館長）
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ところ簡単ではない（映像のダウンロード

ー つとっても、時に耐え難いほど時問が

かかってしまうし、高画質も期待できな

い）。アーカイヴにとってもインターネット等

に映像をのせる以上、結局はその前に伝

統的な保存・復元の仕事や必要なビデオ

転写を終了していなければならないのだ

から、業務が簡素化されるということには

絶対にならない。」

　「アーカイヴとしては少なくとも次の三つ

の理由により、35mmや16mmフィルムのデ

ジタル・コピーを保存の代理媒体として受

け入れることはできない。

1．現段階のデジタル・テクノロジーが持

　つ限界のなかで、フィルムに匹敵する

　解像度を実現することは現実的では

　ないし、もし可能であってもコストやデ

　ータ保存の面で問題が多い。デジタ

　ル・コピーは大スクリーンでのヒ映で

　はフィルムの代用になり得ないし、デ

　ュープ・ネガやマスターの作成にも十

　分ではない。

2．デジタル情報をのせている保管媒体

　あるいはその素材　　　磁気テープ、

　CD、ハードディスク、　DVD等は、そ

　れ自身、物理的・化学的な安定性に

　問題があるか、または長期保存の経

　年変化についてテスト段階にあり、ア

　ーカイヴとしては今のところフィルムに

　．替わるものとは断定できない。

3．デジタル・メディアにもたらされる技術

　的陳腐化はあまりにも速く、今あるす

　べての保存媒体は過渡期の産物で

　あり、アーカイヴにとっては常にリスク

　を負うものであると考えざるをえない。

　どうあれ、フィルムを捨てるようなこと

　だけはしてはならない。」

　このようにユーザー側、アーカイヴ側双方に

ありがちなデジタルへの過大な期待を戒め、

アーカイヴが信用するに足る保存媒体として

フィルムがなお有効であることを十分に強調し

たLで、マーフィーは、デジタル・サイトがアク

セスと保存双方にとって大きな可能性を持つ

分野、特にカタログや書誌データ（そしてとりわ

けニュース・記録映像のジャンルで）の公開に

ついてアメリカのアーカイヴの現状を概ね次

のように分析している。

1．現在、アメリカの公的な映像アーカイ

　ヴの多くは、オープン／クローズド・シ

　ステムを組み合わせながら、総計80

　万以ヒの映画・ビデオi彗誌情報をオ

　ンライン公開している。

2．全．米の映像遺産情報を網羅する画

　期的な映像データベースとして期待

　されたNAMID（National　Movillg

　Image　Database）は、　AFIの映画ビ

　デオ保存センター（NCFVP）によって

　管理され、20のアーカイヴがMARC

　データ・ストラクチャーの範囲で25万

　に及ぶ映画ビデオ情報をシェアして

　いるが、依然、クローズド・システムで

　あり、全面的なインターネット1：の公

　開は来年以降になろう。

3．NARAの所蔵品データベースNAIL

　（Nara　Archival　Information
　Locator，　URL：httP：／／ww、v．nara．

　gov／nara／11a｛Lhtml）はインターネ

　ットヒで膨大な所蔵品の一一部情報

　（344，000の記述データ及び52，000の

　デジタル・コピー）を見せているが、そ

　の内映画ビデオ関係の圭i志エントリー

　は94，000程である（NARAが所蔵す

　るフィルムの全体辻は糸勺30’万巻）。

　NAILはデータベースとして未だプロ

　トタイプに過ぎず、将来はARC　（Ar・

　chival　Research　Catalog）へと進化

　していく。

4．議会図，］r館のMARVEL、　UCLAを

　含むカリフォルニア大学群の
　MELVYLをはじめ、多くの公的機関

　にコンピュータ・データベースがある

　が、いずれも開発、研究の途ヒにあ

　り、資金不足に悩んでいるところもあ

　る。AFIのCineMedia（ディレクトリ

　ー）やInternet　Movie　Databaseの

　ような民間のメディア企業による映像

　データベースも巨大化している（UC

　全体のMELVYLに加え、　UCLAで

　は独白のデータベースORION2を今

　夏からWebサイトで公開すべく準備

　中である）。

　こうした考察を踏まえ、多くの問題点を含む

かなり明確な今後の将来像を描いて見せたマ

ーフィーが、この講演の最後を「アーキヴィスト

は今後、“インフォメーション・マネージャー”と

いったものになっていかざるを得ないだろう」と

いう発言で結んだことは興味深い（なお、本講

演については本人から近々べ一バーを入手

し、翻訳してニューズレターに掲載すべく交渉

中である）。

　いずれにせよ、公開すれば損傷、紛失等の

リスクがある資料、公開の方法が不確定で広

く公開することが困難な資料等を、古典的な

マイクロフィッシュ等の代替物による公聞を経

ることなく、一挙にオンライン公開へと展開す

るというケースは、今後増加すると考えられ

る。

　UCLAフィルム＆テレビジョン・アーカイヴの

スティーヴン・リッチとパシフィック・フィルム・ア

ーカイヴ（PFA）のナンシー・ゴールドマンは、

こうした文脈に沿うかたちで、フィルム・アーカ

イヴがその膨人なコレクションをデジタル技術

を利用してどのように活川していくべきかにつ

いて、アメリカの最新例を示した。

　前者は、同アーカイヴが所蔵する多くの写

真、文献資料、さらにニュース・フッテージなど

をコンパクトにまとめた「ロサンゼルス」と題する

CD－ROMのテスト版を公開した（今夏発売予

定。なお、UCLAが所蔵するハースト・メトロト

ー ン・ニュース・コレクションは2，700万フィート

にも及ぶ）。戦時中の口系人強1制収容所で日

系人自身によって撮影されたアマチュア・フッ

テージを使ったCD－ROMの売行きが好調な

UCLAにとって、アーカイヴ・コレクションを使

用したCD－ROMの第2弾にあたるのがこれ

で、ロサンゼルスの街の地勢、人物、歴史、

事件、風俗などをドキュメント、静止画像、映

像、音声によって総合的に見ることができるも

のになっている。UCLAの提唱する、デジタル

技術を使った映像への学際的あるいは多分

野横断型（multi・disciplinary）アプローチの

最新成果であり、また豊かで多様ではあるが

閉じられがちなアーカイヴ・コレクションに、よ

り広いアクセスをT1∫能にする方法として只百な

試みであるのはもちろんだが、それ以ヒに感

心させられるのは、最初の紹介がジェームズ・

エルロイの肉声からはじまるなど、見せ方、聞

かせ方、内容の構成、ページレイアウトなどが

実に凝っている点である（余談だが、以前から

この人気作家に親しいというリッチによれば、

当企画が気に入ったエルロイは無償で声の出

演をしてくれたという）。

　後者ゴールドマンは、PFAが開発中の

CineFilesというフィルム・ドキュメント・イメー

ジ・データベースを紹介した（http：／／

shanalla．berkeley．edu／cillefiles／）oこオτ

はPFA図号室が所蔵する膨大なクリッピング・

ファイル・コレクションから、映画批評、プレス・

キット、映画祭資料、新聞己事などの41：誌デ

ー タをWebサイトにのせ、だれでも無料で閲

覧できるようにしたもので、現在、約25，000の

映画題名について豊富な検索項目からサー

チ可能であり、索引情報の遡及入力が完r

すれば200，000を越す映画資料のデータベー

スとなるはずであり、また当然、1－1々新しいタ

イトルが追1川され続けてもいる（人日として「ド

キュメント」と「フィルモグラフィック」という2種類

の検索画面が用意されており、文献の誌名・

出版年・著者名・「一「語、映両の製作年・国・

会社・ジャンル・題材等から必要な文献を探

し出すことが可能である）。ここまでは、

UCLAのMELVYLなどとほぼlldじである
が、より進んでいるのは、資料をスキャンした

画像が、著者等にオンライン公開の許可を求

める手紙を送り、著作権がクリアされたものに

ついては、直接、閲覧目∫能になっている点で

あろう。これは世界中の誰もが閲覧できるとい

う点で素晴しいものだが、正直なところかなり

判読しづらいものもある。こうした資料のオンラ

イン公開については様々な困難があり、実際、

今のところ、「著作権，の制限により閲覧不II∫」と

いう表示が出る資料が非常に多い。なお、

PFAでは、同サイト・ヒで、1979｛トから現在ま

でにキュレーターらによって執Wiされた12，000

を越える自前の企画L映用フログラムノートに
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ついても、検索ll∫能なデータへ一ス（PFA

Fllmnotes　Onl111e）の形にしてすへてオンラ

インて公開している（当然こちらは著f4権処埋

か容易または不要てある）。先迩のUCLAに

よるORION2も、「」1ローマ字情報に関する柔

軟な対応」（non　roman　chalacter　sup－

pOlt）を眼目の一つに挙けており、こうした傾

向は今後、急速に拡入していくたろう。

　PFAか示した「ハーチャル映画図書室」の

プロトタイプは、アメリカのフィルム・アーカイウ

にとっても先進的な例てあるか、全米の同種

機関か多かれ少なかれこうした取組みを始め

つつあるのは事実てある。

復元の倫理

　テシタル技術か実現する今一つのものは、

いうまてもなく映両復元のありようそのものの変

化であり、これは日’牌、フィルムセンターか聞

催した「マイケル・フレント講演会」とそれに統

く「陽気な踊丁」テシタル復元版ヒ映を通し

て、本誌読者にも馴染みか深いところてあろう

（この講演「映画保存とテシタル技術：来るへ

きシネマの丁年王国」0）テキストは次号ニュー

スレターに掲載予定）。こうした変化に対して

FIAFは（上述のマーフィーかフィルムに変わ

る保存媒体としてのテジタル・コピーを保留し

たように）かなり保守的てあるか、テシタル技

術か、これまて曖昧たった「復冗の倫理の問

題」を浮上させようとしているという認識はあり、

今回はこれを総合的に検討することになった。

　映画に限らす、復元をめくる倫理問題の核

にあるのか、「ハーションの真正さ（オーセンテ

ィシティ）とは何か」という問いかけてあることは

明らかたろう。その意味て有意義なのは今回

のシンポシウムて、絵画、彫刻、建築、占文

書、写真といった他の芸術作品・歴史資料の

復几にあたって各分野のアーキウィスト／レスト

ラー／コンサウェイター／プリサーウェイショニス

トかとのような場面て逡巡し、どのような倫理

を保持しているかを具体的に聞くことかてきた

ことてある（常識的なものも少なくないか）。そ

こての話題は、例えは、用すんたコシック建築

の汚れをどこまて落とすへきか、キリシャ語の

文書の下にラテン語の文字か隠れていること

か分かったときにとうすへきか、千年前の壁画

に5白在1前につけられた落書きは取り除くへき

か、イコンのように永句にわたって崇打の対象

となっているものはとこまての補修を許される

か、画家、作家自身による時を経た改変をと

う意味っけるか・・…といった、答えのない難

問ばかりてある。全休として、可逆竹（re－

verslblllty）の保持の重要さ、レストラーの自

山な芸術的創造性か時に危険てあること、

（初期写真等に顕著なように）化学的補修には

できるたけ慎重になるへきこと等か繰り返し強

調されていたのか印象的てあった。

　こうしたコンテクストを基礎にして、実際の

映画復元の例として挙けられたのは、チェコ回

立フィルム・アーカイウか復兀したクスタフ・

マハティ監督の19291f作品「エロティコン」（［

NκNEW5旧TER－15

本人公開）とシネマテーク・フランセース（CF）

か復兀中のウィクトラン・シャッセ監督1913｛手

竹品「フロテア」てある。

　前者「エロティコン」の復元は1993イ「から

1995｛1にかけてf］なわれたか、そこにはチェコ

片反と血外片反（トイツn吾1｛反）、さらに両者の発声

版（1933fl公開）を統合しなけれはならないと

いう難問かあった。普通チェコのように保存状

況かよい国の場合、自国て公開され保存され

てきた白国r1吾版をオリシナルと呼ふへきたろう

か、海外版のカにもマハティド1身の丁か人っ

ており、字幕の数に40以Lの開きかある点や

当H5の検閲て切られた部分の解釈を含めて、

ハーション問にある差をとう統合するかは極め

て難しい問題となった。只体的な比較のため

に有名なチェスのシーンかト映されたか、一

見してその違いはカットの・白無にととまらすか

なり複雑てある（言うまてもなくこうした問題に

最終的な結諭はない。たたし、少なくとも、統

合後にすべてのハーションを改変することなく

保持していくのかIH要てあることは論を佼たな

い）。

　「プロテア」も似たケースたかさらに複雑て、

説明にあたったクロティーヌ・カウフマン（仏）

の講演題名「プロテア、最後のρ）変身The

LastP）Metalnorphoses　of　Plotea」か小

すように、いわは新しい発見によって何度も復

元が行なわれてしまう　　続いていくものとし

ての復几　　という例てある。ウィクトラン・

シャソセの死後にパリて公開されたこのイ午品の

復元については、CFの手により、1993｛｝にま

す不燃化W業か力なわれてネカか作られ、

1995汀に白黒復元版か完成した（800㍍）。そ

の後、オランタ映両博物館に、オランタ硫字

幕による別のプリント（輸出された染調色版、

510㍍、1917fl頃の公開）かあることか判明

し、比較検11寸したところ、令く異なる繋きのシ

ー ンか発見された。出演者の一人リュシアン・

ハタイユの話を参考にしたりして検11」を市ね

た結果、当時のオランタ人の好み　　例え

は女スパイ、マタ・パリへの強い興味　　を

反映したとも考えられるこのオランタ版は、最

終的に、もう一つのオリシナル版と石倣される

ことになった。1997句に11｝ひ行なわれたCFの

復几f／1菓ては、オランタ版から知いカットか追

加されるにととまった（染，凋色は活かされなか

った）。

　「プロテア」復兀の経験を踏まえなから、トミ

ニク・パイニ（仏）は、西汀文化史の延長線1

に映画史を位置っけることて、映画の復兀・

卜映を、例えは（吋能性として）サモトラケのニ

ケやミロのウィーナスやラオコーンのような文化

遺∫8の復元・展小と基本的には同し文脈て考

えようとする野心的な試みを行ない、一部から

絶賛された（大珂石の彫像か多く引川された

のは、それか自円無声映画と0）アナロシーを

形成しやすいからたろう）。不冗全な姿て出1

した彫像か袖修され、博物館という近八空間

に芦かれて人々の文化的、共同的、歴史的イ

マシネーションの一部になる。その後、そうし

連載

総会の楓了

た彫像の部分　　指や腕や頭部　　か発

見されたと想定する。こうした新たな発見を付

け加え統合すべきか、統合版を展示すべき

か、別々に展示すへきか、統合したレプリカを

展示すへきか…・。あるいは、そもそも統合す

へきてはない、展小すへきてはないとすれは、

映画の場合もやはり同しなのか・’一。（少なく

とも＾6者にとっては）難解な彼の百説に結諭は

ないか、令休としては「欠落」（ミューティレーシ

ョン）そのものにもっと芸術的、文化的、歴史的

価仙を認めるへきてあり、それは人理石から

セルロイトまて同しなのたという｝張てあるよう

に思われる。それは映画の「冗全版ブーム」の

現八にあって、むしろアンリ・ランクロワ的な粘

神　　傷さえも文化の一部と見る考え力

　　の再評f曲を介図しているとlnJ時に、ある

息味てあまりにも膨入なコレクションをかかえる

フィルム・アーカイウにとっての現宋的な対拓

を示したものとも亘えなくはないたろう。

　さまさまな点てこうした考えノJとは対照的な

W置にいるマイケル・フレント（米）は、「陽気

な踊一」㌔に続く祈たなテシタル復元の成果とし

て「夜の人捜介線」（ノーマン・シュイソン已，

督、1967fDの復兀版クリップを、流通してい

る「復几前」のクリソプとともに披露した。映画

は基木的に脇督のものたか、当然なからその

ルノクについてはキャメラマンの力か格段に気

をつかっており、脇督に最終的な決止櫓かあ

るにせよ、多くの場合、映画復几はキャメラマ

ンとθ）貝同伯業になると11nるフレントは、今回、

ハスケル・ウェクスラーと貝に長い貼間を貴や

して冗牢な復几を行なった。現右するプリント

は槌色かかなり巡んており、オリシナル・ネカ

はオーハープリント状態にあったため、封切後

にf／1られたカラーセハレーション（マスター・ホ

シ扱い）から復几版か竹成されることになった。

今川は「踊r」のようなフルテシタル復几は採

用せす、「制にハイライト部のカンマにイ｝息し

なから」仏統的なラホワークの枠内でほとんと

を処岬し、明らかに几々はなかった傷や11」れ

の内、写貞化学的丁法ては除ム不TI」能なも

のたけをテシタル・トメインて除ムしている（テ

シタル処理をf」なったぴ）は令休の約6％にとと

まった）。テシタルの利八を活川しつつも、　一

力て、映画＝フィルムにとっては「媒休へのJl

イ衣イr」（platfo［m　IIldepen（］ellce）という8疑念

か、ある種、幻想てあることを1分、，召蔵し、フ

ィルム／テシタル間の移動（mlgl　tlt1011）には幾

甲にも慎市を則し、また、必すラホワークのトキ
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M・オベール会長の挨拶（右はロジャー・スミザー事務総長）

ユメンテーションを忘れないことなどを強調し

た彼のプレゼンテーションは、昨年のNFCで

の講演と同様に、多くのFIAFアーキヴィスト

からの称賛を受けた。

　復元の倫理が議論される一方で、総会で

は懸案の「FIAF倫理規定FIAF　Code　of

Ethics」が承認されたが、これも上に記してき

たFIAFの主要な問題意識に呼応し通底する

ものと言い得るだろう。「映画コレクションへの

アクセス・マニュアルManual　for　Access　to

Film　Collections」（「FIAF映画保存ジャー

ナル」第55号所収）とともに近年のFIAFの大

きな成果である本規定は、もともと1993年の

モ・イ・ラナ会議でデイヴィッド・フランシス

（英／米）が、「FIAFの未来に関するワーキン

グ・グループ」（ホース・ブロートカンプ代表／

蘭）の議題として提唱したところから論議が始

まったもので、FIAF事務総長ロジャー・スミザ

ー
（英）が、レイ・エドモンドソン（豪）、ガブリエ

ル・クラエス（白）らのアイデアを取り入れなが

ら起草し、実行委員会で討議の上、昨年のカ

ルタヘナ会議で原案を発表、会員間の意見

聴取を経て、最終案がクライド・ジヴォンズ

（英）らの手で完成、今回の承認に至った。

　内容は「前文」に続き、20項目以上にわたっ

てアーカイヴが遵守すべき倫理を謳い、さらに

アーキヴィスト個人が尊重すべき「正しい」態

度を述べており、全体として「FIAFへの加盟

資格の認定や維持等は会員規則や同内規に

記された条件を満たすのはもちろん、むしろそ

の機関がフィルム・アーカイヴとしてふさわし

い倫理を維持しているかどうかによってこそ判

定されるべきだ」というフランシスの主張に沿っ

ている。「無断複製をしない」「商業行為に関

与しない」「外部の商業行為を侵害しない」「フ

ィルム等の貸借、情報提供の強要や会員間の

無用な競争を避ける」「所属アーカイヴと重複

する個人コレクションを構築しない」「協力した

会員等の貢献をクレジットする」「コレクションを

個人利用しない」「知識や経験は会員間で広

く共有する」といった当然すぎるほどの記述も

多いが、転写、復元、上映等のあらゆる段階

でオリジナルを尊重し、長期保存の立場に立

ってこれを可能な限り維持し、様々な改変の

可能性に抵抗し、アーカイヴァル・ワークの記

録を残すこと等をアーカイヴ／アーキヴィストの

責務として位置づけている点がFIAFらしいと

ころである（映写についても適正な速度や縦

横比等に特に注意して、本来の映画体験に

限りなく近い環境を用意すべきだと明記してい

る）。

　基調として、世界のフィルム・アーカイヴ運

動を担う人々に高いインテグリティを求めてい

るが、その背景には、アーカイヴ／アーキヴィス

トが外部の多様な権利者やユーザー、観客か

らさらなる信用を獲得しなければ、今後の事

業に支障が生じかねないという、国際的な（と

りわけデジタル時代を迎えての）危機感があ

る。

　　　　　　　　　　＊

　本プラハ会議は、FIAFが変わらず世界の

映画保存運動をリードしていることを明白に示

したが、同時に、むしろその多年にわたる運

動の結果として、FIAFの能力を越える事態

が、世界の映画保存シーンに生まれつつある

ことをも露呈させてしまった。伝統的なフィル

ム・アーカイヴ／アーキヴィストの多くは、デジタ

ルが可能にする新たな状況に戸惑っており、

その取組みにおいてアメリカのように積極的な

地域と他の地域との格差は開くばかりである。

こうした中で、例えば何とかして低温保存庫を

建設しようとしている開発途上国のインセンテ

ィヴが、「デジタル」という言葉のあたえる巨大

な幻想とともに削がれかねないとすればあまり

にも不幸である。

　ニコラ・マッツァンティ（伊）が、「フィルム・ア

ーキヴィストにとってデジタル技術には不明な

ことが多すぎる。そもそも、何も知らないわれわ

れに『何がしたいか』と聞くのは愚かなことだ」と

語ったのは、おそらくFIAFの各アーカイヴ／ア

ーキヴィストが置かれているもっとも平均的な

立場、あるいはもっとも正直な気持ちを代弁し

たものだろう。分かり易くいえば、今のところ確

実なのは、「第三の男」（1949年）の音を、絶対

に「ジュラシック・パーク」（1993年）並みのデジ

タル音響にしてはならないという「倫理」だけで

ある。ヘニング・スコウ（英）によれば、驚くべき

ことに、冗談ではなく、実際にそうした提案が

あったのだという。似たような話があり得るの

は、残念ながらイギリスだけではない……。圃

■
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